
大淀町入札・契約審査会要綱 

 
（設置） 
第１条 大淀町が発注する建設工事請負、業務委託、役務提供、及び物品調達

等(以下「工事等」という。)の入札及び契約に関する事項を審議するため、大

淀町入札・契約審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 
（審議事項） 
第２条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。 
 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関すること。 
 (2) 競争入札に参加する者の格付に関すること。 

(3) 一般競争入札において対象工事等ごとに設ける入札参加資格要件の設定

に関すること。 
(4) 一般競争入札における入札参加資格の確認に関すること。 
(5) 指名競争入札を行うことの適否の審査及び指名業者の選定に関すること。 
(6) 随意契約を行うことの適否の審査及び契約相手方又は見積徴収業者の選

定に関すること。ただし、会長が審議を必要と認めた場合に限る。 
(7) 総合評価落札方式により入札を行うことの適否の審査に関すること。 

(8) 入札参加資格停止等の措置に関すること。 
(9) 入札・契約制度の適正化を促進するため、必要な事項の調査検討及び制度

の改善に関すること。 
 (10) その他入札及び契約に関し、必要と認める事項に関すること。 
（組織） 
第３条 審査会は、副町長、総務部長、住民福祉部長、建設環境部長、教育部

長、上下水道部長、建設産業課長、まちづくり推進課長及び上下水道部施設

課長をもって構成する。 
２ 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副町長、副会長は総務部長をもっ

て充てる。 
（会長及び副会長の職務） 
第４条 会長は、会議を招集し、これを総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。 
３ 会長及び副会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名した者がその職務

を代理する。 
（会議） 
第５条 会議は、委員の３分の２以上の出席をもって成立し、議事は、出席委

員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 



２ 会長は、緊急やむを得ない事情等により、会議を開くことができない場合

には、書類の持回り等の方法により、各委員の表決を求めることができる。

この場合は、採決に参加した者を出席した者とみなす。 
３ 委員が、議事案件となる工事等の所管課長である場合は、当該委員は、前

２項の採決に参加できないものとする。 
（意見の聴取） 
第６条 会長は、審査会の議事に必要な説明又は意見を求めるため関係者を会

議に出席させることができる。 
（審査会の庶務） 
第７条 審査会の庶務は、総務課入札契約係で行う。 
（秘密を守る義務） 
第８条 会長は、審査会の議事内容を公開しない。 
２ 審査会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。 
（報告） 
第９条 会長は、審査会の結果について町長に報告するものとする。 
（その他） 
第 10 条 この要綱の施行について必要な事項は、会長が別に定める。 

 
附 則 

（施行期日） 
１ この要綱は、平成２５年９月２日から施行する。ただし、業務委託(建設工

事に係る調査、測量、設計、監理等の業務は除く。)、役務提供及び物品調達

に関する内容については、平成２６年４月１日から施行する。 
（大淀町建設工事請負業者選定要綱の廃止） 
２ 大淀町建設工事請負業者選定要綱（平成４年５月１日施行）は廃止する。 
 附 則 
  この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 附 則 
  この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
 附 則 
  この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 
 附 則 
  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 


